
 

第１回 中間市自治会設置検討委員会 

 

 

開催日時 平成２２年２月５日（金) ・午後１時 

開催場所 中間市役所別館 3階・特別会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議資料一式 
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別紙 １ 

自治会設置検討委員会 委員名簿 
 

 
●委 員（１７名） 

職 氏   名 備 考 

中間市副市長 小 南 哲 雄 会 長 

中間市町内会連合会会長代行 西 田 義 幸（通谷二区町内会長） 副会長 

中間市町内会連合会副会長 池 田 久 紀（中牟田町内会長・同公民館長）  

中間市町内会連合会事務局長 古 川   実（中鶴一区町内会長）  

中間市町内会連合会会計 力 丸 正 行（川端町内会長・同公民館長）  

中間市公民館連絡協議会会長 仰 木 節 夫（中町公民館長・同町内会長） 副会長 

中間市公民館連絡協議会副会長 中 西 良 一（唐戸公民館長・同町内会長）  

中間市公民館連絡協議会 依 藤 宏 治（太賀一区公民館長）  

中間市公民館連絡協議会事務局長 山 下   徹（通谷二区公民館長）  

中間市総務部長 中 野   諭  

中間市保健福祉部長 藤 井 紀 生  

中間市教育部長 中 村 信一郎  

中間市総務部総務課長 白 尾 啓 介  

中間市総務部経営企画課長 松 尾 壮 吾  

中間市保健福祉部介護保険課長 山 本 信 弘  

中間市教育委員会生涯学習課長 山 崎 淳 子  

中間市中央公民館長 梶 栗 繁 幸  

 

 

●事務局（５名） 

職 氏   名 備 考 

市民協働課長 村 上 羊 三  

市民協働課長補佐 米 村 潤 二  

市民協働課市民協働係長 村 上 智 裕  

市民協働課市民協働係 田 村 暢 康  

市民協働課地域安全係 山 本 幸 樹  
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別紙 ２ 
中間市自治会設置検討委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 協働型社会の実現のため、中間市における町内会・町内公民館組織の一元化を促進し、効

率的運営が可能な権限と責任を備えた自治組織として再編することを目的に、「中間市市民協働

のまちづくり基本方針」に基づき、中間市自治会設置検討委員会（以下「検討委員会」という。）

を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 検討委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事務を行う。 

 (1) 町内会・町内公民館の一元化の促進及び自治組織の再編に関する事項について協議し、必

要な事項を提言する。 

(2) 前号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項 

（組織） 

第３条 検討委員会は、委員１７人で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。 

(1) 町内会連合会 ４人 

(2) 公民館連絡協議会 ４人 

(3) 副市長 

(4) 庁内検討委員 ８人 

３ 検討委員会の委員の任期は、当該委嘱に係る協議が終了するときまでとする。ただし、補欠の

委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 検討委員会の委員の報酬は、無報酬とし、また、会議に招集されたときの交通費等の費用弁償

は、支給しないものとする。 

（会長及び副会長） 

第４条 検討委員会に、会長及び副会長を置く。 

２ 会長は副市長をもって充て、副会長は町内会連合会から１人及び公民館連絡協議会から１人を

もって充てる。 

３ 会長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 

（会議） 

第５条 検討委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 会議は、原則として公開とする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、出席委員の３分の

２以上の同意を必要とする。 

３ 会議を行ったときは、その結果を市長に報告しなければならない。 

（事務局） 

第６条 この要綱に定める事務を処理するため、事務局を保健福祉部市民協働課に置く。 

（補則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２２年１月１日から施行する。 
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別紙 ３ 

 

中間市自治会設置検討委員会 席次図（議事進行） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副会長 副会長

〇 〇 〇

公民館
仰木節夫

〇 〇
町内会

西田義幸

公民館
中西良一

〇 〇
町内会

池田久紀

公民館
依藤宏治

〇 〇
町内会

古川　実

公民館
山下　徹

〇 〇
町内会

力丸正行

保健福祉
部長

藤井紀生
〇 〇

総務部長
中野　諭

教育部長
中村信一郎

〇 〇
総務課長
白尾啓介

生涯学習
課長

山崎淳子
〇 〇

経営企画
課長

松尾壮吾

中央公民
館長

梶栗繁幸
〇 〇

介護保険
課長

山本信弘

〇 〇 〇 〇 〇

田村
係長

村上
(智)

課長

村上
（司会）

課長補佐

米村
山本

入口

会長（議長）

事務局／保健福祉部 市民協働課

傍聴席

中間市副市長
小南哲雄
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資料 １ 

 
第１回 中間市自治会設置検討委員会 検討議題 

 

 

【議題１】自治組織の一元化の目的及び 

今後の委員会の進め方について 
 

（１）自治組織の一元化の目的について 

①住民自治推進のため、組織の強化・集中（予算・人員・情報伝達・行事等）を図る 

②補助金一元化等による経費の効率化を実施する 

③小学校区単位の「地域まちづくり協議会」の中心母体とする 

 

（２）今後の委員会の進め方について 

【第 1回検討委員会】 

①自治組織の一元化の目的及び今後の委員会の進め方について 

②町内会・町内公民館組織の現状及び(仮称)自治会の事務局案について 

③一元化後の組織の名称について 

【第２回検討委員会】 

①一元化後の組織の体制・役員構成について 

【第３回検討委員会】 

①補助金の見直しについて〔事務（役務）交付金、育成費、連絡協議会補助金の配分〕  

【第４回検討委員会】 

①地域まちづくり協議会・モデル校区の選定 

【第５回検討委員会】 

予 備 日                   

※各議題は複数回にわたって協議する場合があります。 

 

 
 

【議題２】町内会・町内公民館組織の現状及び 

(仮称)自治会の事務局案について 
 

 

 

 

 

【議題３】一元化後の組織の名称について 
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中

間

市

役

所

事務局

会計監査
公民館長 副館長

町内会長

会　計

副会長
事務局

会計監査

４組　組長

民生・児童委員

６組　組長

会　計

青少年育成市民会議

ＰＴＡ役員
相談役

５組　組長

町内会・公民館組織図（代表事例）

体育部

婦人部

児童部

教養・文化部

厚生・保健部

老人部

３組　組長

２組　組長

１組　組長

資料　２
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資料 ３ 

 
（仮称）自治会の事務局案 

 

 

（１）役員構成 
名（行政との連絡調整・情報交換） 

域文化・福祉拠点として町内公民館の運営） 
 

２）新制度移行時期 
次総会（平成２３年３月）までに規約改正手続きが必要。 

（平成２３年３月）で承認 

※モデル地区（校区）設立も平成２３年４月～２４年３月となります。 

 

・・・ ・
・
・

民生・児童委員

中
間
市
役
所

相談役

※現公民館長

会計

青少年育成市民会議

ＰＴＡ役員

教養・文化部

自治会長
副会長

副会長

事務局

会計監査

厚生・保健部

体育部

婦人部

隣組長

児童部

老人部

 

 

 

 

〇自治会長１

〇副会長＝公民館長は少なくとも１名 
（副会長は自治会長と兼任しない。地

（

   町内会・公民館年

  ①９月（年度前半）までに新制度施行【行政側】 
  ②移行期間半年のうちに臨時総会か早期の年次総会

【自治会側】 
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